
令和 7 年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害に関する特別相談窓口の設置について 

 

岩手県信用保証協会では、令和７年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害の影響に

よる関連中小企業者・小規模事業者の皆様からの相談に対応するため、下記のとおり特別

相談窓口を設置しました。 

記 

 

1. 相 談 窓 口 の 名 称  令和 7 年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害に関する特別相談窓口 

2. 設 置 日  令和７年 12 月 9 日 

3. 設 置 場 所  本所営業部保証一課、保証二課及び各支所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ご相談のある方は、最寄りの相談窓口までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 



現在継続中の特別相談窓口 

 東日本大震災関連特別相談窓口 

 ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口 

 ＡＬＰＳ処理水の処分に伴う経営・輸出等の対策に関する特別相談窓口 

 令和７年岩手県大船渡市における大規模火災に関する特別相談窓口 

 米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口 

 令和７年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波に関する特別相談窓口 

 令和 7 年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害に関する特別相談窓口 
 

現在継続中の相談窓口 

 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口 


